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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、上場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株

会社として、高い公共的使命を与えられている企業であり、公平・公正・正確な情報の発信、とりわけ災害・緊急時には社会のライフラインとしての

機能を果たすべき放送事業の社会的責任を深く認識しております。これらの社会的使命を実現し、放送事業を中心にコンテンツの制作開発力を

維持・向上させていく上で、当社グループの従業員等の人材は勿論のこと、業務委託先や取引先等のコンテンツを支える人々との長期の信頼関

係も極めて重要な経営資源であり、当社の企業価値の源泉を構成するものです。

　したがって、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生

み出す源泉を育て、強化していくことが重要であり、かかる認識を基に、創り出すコンテンツの高い品質と経営の効率を同時に追求することによ

り、当社の企業価値および株主共同の利益の最大化を目指すことが、コーポレート・ガバナンスの基本方針と考えております。

　また、すべての役職員が守るべき基本的誓約として「ＴＢＳグループ行動憲章」を制定し、これを具体的に実現するための基準として「ＴＢＳグルー
プ行動基準」を定め遵守の徹底をはかるなど、取締役の職務の執行が法令および定款に適合すると共に、その経営判断と業務執行が上記の基
本方針に沿ってなされるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

［原則４－１１．取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件］

　取締役会は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ
とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。

　現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国
人を取締役とすることはできません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－３ 資本政策の基本的な方針】

　当社は、企業価値および株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社として、高い公共的使命を果たすために必要十分な株
主資本を維持することを基本方針としております。

　配当につきましては、株主の皆様への利益還元を重視する姿勢を明確にするため、連結業績に連動した配当方針をとっております。具体的に
は、配当の基準を連結の親会社株主に帰属する当期純利益とし、目処とする配当性向については30％としております。なお、特殊な要因で利益
が大きく変動する場合等については、別途その影響を考慮して配当額を決定いたします。

　経営環境の変化に機動的に対応し、株主価値の向上に資する財務政策等の一環として自己株式の取得、処分、消却等を行います。

【原則１－４．政策保有株式】

　当社グループの株主共同の利益を最大化していくためには、企業価値向上に努めるとともに、認定放送持株会社としての高い公共的使命を果
たすことが必要と認識しております。これらの観点から、協力関係、取引、業務提携などを総合的に勘案し、経営戦略の一環として必要と判断する
企業の株式を保有いたします。

　そして当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が認められないと判断した政策保有株式については売却してまいります。毎年、取
締役会で個別の政策保有株式について、保有目的・関係性の状況、経済合理性等を総合的に勘案し、継続保有の適否を検証いたします。なお、
経済合理性については、保有に伴う便益やリスクを当社の資本コストを基準に検証いたします。

　議決権行使にあたっては、投資先企業の経営方針を尊重しつつ、中長期的な企業価値の向上に資するか否かという観点から、議案の内容を精
査し適切に議決権を行使いたします。但し、当社の企業価値を毀損するおそれがあると考えられる場合や、重大な法令違反が見られる場合など
には、議案の趣旨確認等、必要に応じて投資先企業と十分な対話を行い、慎重に判断することといたします。

　2019年度につきましては、9月、10月の取締役会等において、検証方法の検討及び個別銘柄の検証を行いました。その結果、５銘柄の全部また
は一部を売却いたしました。2019年度の政策保有株式売却価額の合計額は、28,418百万円となりました。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　取締役との利益相反取引については、会社法および取締役会規則に基づき、事前に取締役会の承認を得た上で行い、その結果を取締役会に
報告しています。また、役員およびその近親者との取引について、毎年定期的に確認しています。

　主要株主等の関連当事者との取引については、一般の取引と同様にＴＢＳグループ行動基準に基づき公正に行うこととしています。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、従業員の福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を導入しており、従業員に対して、定期的に制度に関する教育に取り組んでおりま



す。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１）　会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　 当社の経営理念および中期経営計画は、当社ホームページにて公表しております。

　 ＴＢＳグループ行動憲章 https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/statement.html　　

　 グループ中期経営計画2020 https://www.tbsholdings.co.jp/about/plan.html

（２）　本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　 本報告書「１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載

の通りです。

（３）　取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　取締役報酬は、取締役会の諮問による「報酬諮問委員会」の答申に基づき、以下を基本方針としております。

　　・「企業価値の向上」「公共的使命の完遂」を実現のための優秀な人材を確保・維持し、安定した経営の基盤となる報酬制度であること。

　　・「株主の視点」を重視し、株主様との価値共有を進める報酬制度であること。

　　・「報酬諮問委員会」における審議による客観的で透明性の高い決定プロセスであること。

　取締役報酬体系、水準及び構成等は、取締役会の諮問により「報酬の基本方針」を踏まえて「報酬諮問委員会」が審議し、その答申に基づき決
定しております。

　取締役報酬は、『基礎報酬』、『業績連動報酬』及び『株式報酬』により構成します。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は『基礎
報酬』のみとします。

　なお、取締役報酬の決定手続の客観性を高めるために設置している「報酬諮問委員会」は代表取締役２名、社内取締役１名、社外取締役３名で
構成しています。

(４) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続／補充原則４－１１－１ 取締役会全体としての

多様性、規模に関する方針

　代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する人物および経営者としての豊富な経験・知識を有
し当社の事業特性を理解する人物とし、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割とする人物を社外取締役
として指名しています。なお、指名にあたっては、取締役会の全体の構成の多様性と業務執行と監督のバランスの適正規模を考慮しています。

　監査役の候補者は、内部統制に知見を有する人物および当社の属する業界にとらわれない多様な人物を指名しています。

　代表取締役社長を含む取締役候補者の選定にあたっては指名諮問委員会における審議を経た上で、監査役候補者の選定にあたっては監査役
会の同意を得た上で、取締役会で決定し、株主総会に提案しています。

　なお、代表取締役社長を含む取締役が法令・定款等に違反するなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名諮問委員会における審
議を経た上で、取締役会で決定し、株主総会に提案します。

(５)　取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　株主総会招集通知の「参考書類」に記載しております。

【補充原則４－１－１ 経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会の決議を要する経営上の重要事項および取締役の業務執行に関する報告事項を取締役会規則で規定しています。また、個別の業務
執行に関しては、経営会議規定および諸規則において委任の範囲を規定しています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　東京証券取引所の独立性基準に、以下を加えて判断します。

（１）当社株式を１０％以上保有する主要株主の業務執行者

（２）当社の連結売上高に対する販売実績割合が１０％以上の販売先の業務執行者

（３）中核子会社のネットワーク局の業務執行者

【補充原則４－１１－２ 取締役・監査役の兼任状況】

　取締役および監査役（候補者を含む）の重要な兼職の状況につきましては、「事業報告」、「参考書類」および「有価証券報告書」等の開示書類に
おいて、毎年開示しています。

【補充原則４－１１－３　取締役会の実効性の分析・評価 】

　２０１９年４月から２０２０年３月までに実施した取締役会の実効性の評価について、各取締役・監査役にアンケートを実施し、全員から回答を得ま
した。評価項目は、取締役会の構成、審議事項の水準・内容、業務執行と経営計画、業務執行のモニタリング、情報提供、発言や議論の環境で、
これらの結果について２０２０年４月の取締役会で議論し、その結果、取締役会の実効性は、概ね確保できていると確認されました。一方で、今後
の課題について具体的な意見・指摘があり、更なる改善を重ねてまいります。

【補充原則４－１４－２ 取締役・監査役のトレーニングの方針】

　社外の新任役員に対しては、就任前に、当社の経営理念、定款等諸規定、内部統制・リスク管理体制について説明いたします。社内出身の新任
役員に対しては、就任時に会社法等の重要な法令に基づく役割・責務について必要な知識を取得する機会を設けています。

　現任の取締役および監査役に対しては、その役割・責務を果たすために必要な知識を取得、更新する機会を提供いたします。



【補充原則５－１－１ 基本的な考え方】

　当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現するには、株主・投資家のご理解が必要と認識しており、株主・投資家の皆様に対し合
理的な範囲で情報を提供し、また対話を行ってまいりたいと考えております。

【補充原則５－１－２】

(１)取締役の指定

　株主との対話につきましては、財務戦略担当役員が統括し、財務戦略局ＩＲ推進部が担当いたします。

(２)有機的な連携のための方策

　ＩＲ推進部は、必要に応じて総務局、総合編成本部等担当部署から情報を収集し、株主との対話の充実に努めています。

(３)対話手段の充実に関する取組み

　アナリスト、機関投資家、報道機関の皆様に対し、１年に２度決算説明会を実施しております。個人投資家の皆様に対しては、ホームページ上に
専用ページを設け、業績、事業内容、経営方針などを分かりやすく掲載いたします。

(４)フィードバックの方策

　ＩＲ活動で把握した意見・懸念事項等につきましては、必要に応じて財務戦略・ESG戦略担当役員、経営陣等に報告しております。

(５)インサイダー情報の管理に関する方策

　株主・投資家との対話においては、社内規定の「インサイダー取引防止規定」に従い、インサイダー情報（重要な未公開情報）を適切に管理いた
します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 18,137,700 10.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 11,505,400 6.67

株式会社MBSメディアホールディングス 8,848,100 5.13

三井不動産株式会社 5,713,728 3.31

株式会社NTTドコモ 5,713,000 3.31

日本生命保険相互会社

（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
5,006,235 2.90

パナソニック株式会社 4,423,180 2.56

三井物産株式会社

（常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）
4,288,000 2.48

株式会社ビックカメラ 4,190,000 2.43

株式会社三井住友銀行 3,775,267 2.19

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

柏木　斉 他の会社の出身者

八木洋介 他の会社の出身者

春田　真 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

柏木　斉 ○ ―――

　事業会社の経営者としての豊富な経験と高い
見識を有しております。当社グループの経営に
対して有益な意見・提言等をいただいており、
当社社外取締役に適任であると判断いたしまし
た。

　また、同氏は東京証券取引所が定める独立
性の要件及び当社の定める社外取締役の独
立性の判断基準を満たしており、一般株主との
利益相反の生ずるおそれはないと判断し、独
立役員に指定しております。



八木洋介 ○ ―――

　事業会社の人事戦略責任者・経営者としての
豊富な経験と高い見識を有しております。当社
グループの経営に対して有益な意見・提言等を
いただけるものとして、当社社外取締役に適任
であると判断いたしました。

　また、同氏は東京証券取引所が定める独立
性の要件及び当社の定める社外取締役の独
立性の判断基準を満たしており、一般株主との
利益相反の生ずるおそれはないと判断し、独
立役員に指定しております。

春田　真 ○ ―――

　事業会社の財務戦略責任者・経営者としての
豊富な経験と高い見識を有しております。当社
グループの経営に対して有益な意見・提言等を
いただけるものとして、当社社外取締役に適任
であると判断いたしました。

　また、同氏は東京証券取引所が定める独立
性の要件及び当社の定める社外取締役の独
立性の判断基準を満たしており、一般株主との
利益相反の生ずるおそれはないと判断し、独
立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 6 0 3 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 6 0 3 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　指名諮問委員会は、定期的および必要に応じて開催されており、取締役会から諮問を受け、取締役の選解任、代表取締役社長の選解任につい
ては客観的かつ公正な観点から審議し取締役会に答申いたします。

　また、代表取締役社長の後継者計画および後継者候補の育成の状況について議論し、その結果を適切な範囲内で取締役会に答申いたしま
す。

　（指名諮問委員会構成員の氏名等）

　　議　長：取締役　柏木斉（社外取締役）

　　構成員：取締役　八木洋介（社外取締役）、取締役　春田真（社外取締役）、

　　　　　　　 代表取締役社長　佐々木卓、代表取締役　河合俊明、取締役　苣木雅哉

　報酬諮問委員会は、定期的および必要に応じて開催されており、取締役会から諮問を受け、当社の取締役報酬体系および水準について、取締
役会で定めた方針を踏まえ、客観的かつ公正な観点から審議し取締役会に答申いたします。

　（報酬諮問委員会構成員の氏名等）

　　議　長：取締役　柏木斉（社外取締役）

　　構成員：取締役　八木洋介（社外取締役）、取締役　春田真（社外取締役）、

　　　　　　　代表取締役社長　佐々木卓、代表取締役　河合俊明、取締役　苣木雅哉

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人である有限責任あずさ監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い、効
率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価
等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。

　常勤監査役と内部監査部門である業務監査室は、原則として隔週会合し内部統制の整備と運用に関する情報の共有を図っております。社外監



査役は、業務監査室から監査の対象となった案件について随時報告を受けることとしております。

　また、監査役会は、業務監査室より年度監査計画および実施した内部監査の結果等について定期的に報告を受けております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

北山　禎介 他の会社の出身者 △

藤本　美枝 他の会社の出身者

竹原　相光 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

北山　禎介 ○

j．(株)三井住友銀行の名誉顧問であり、
過去(2011年３月まで)に業務執行者(代表
取締役会長)を務めておりました。当社は
同社との間に通常の銀行取引がありま
す。

　金融機関の経営者としての豊富な経験と高い
見識を有しており、当社グループの経営に対し
て、客観的な立場から有益な意見・指摘等が期
待できる人物であり、当社社外監査役としての
職務を適切に遂行していただけると判断いたし
ました。

　また、同氏は東京証券取引所が定める独立
性の要件を満たしており、一般株主との利益相
反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に
指定しております。

藤本　美枝 ○ ―――

　企業法務を専門とする弁護士としての豊富な
経験と高い見識を有しております。同氏は、社
外役員となること以外の方法で企業経営に関
与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、当社グループの経営に対して、客観的な立
場から有益な意見・指摘等が期待できる人物で
あり、当社社外監査役としての職務を適切に遂
行していただけると判断いたしました。

　また、同氏は東京証券取引所が定める独立
性の要件を満たしており、一般株主との利益相
反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に
指定しております。



竹原　相光 ○ ―――

　公認会計士・企業経営者としての豊富な経験
と高い見識を有しております。上記の理由によ
り、当社グループの経営に対して、客観的な立
場から有益な意見・指摘等が期待できる人物で
あり、当社社外監査役として適任であると判断
いたしました。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立性
の要件を満たしており、一般株主との利益相反
の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指
定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役報酬は、『基礎報酬』、『業績連動報酬』及び『株式報酬』により構成します。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は『基礎
報酬』のみとします。

　『業績連動報酬』は「変動・金銭報酬」で、「年次インセンティブ報酬」として単年度の業績達成を動機づけることを目的に、中期経営計画における
連結営業利益の数値目標に対する達成度、および各取締役が責任を有する戦略部門の達成状況を定性評価し、報酬諮問委員会における審議を
経て、取締役会で決定します。

　『株式報酬』は「変動・株式報酬」で、株価に連動する「長期インセンティブ報酬」として、中長期の株主価値の向上をく動機づけ、株主様と価値を
共有することを目的に譲渡制限付株式を毎年交付します。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役報酬は法令等に基づいて事業報告などにおいて開示する方針であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役報酬は、取締役会の諮問による「報酬諮問委員会」の答申に基づき、以下を基本方針としております。

　　・「企業価値の向上」「公共的使命の完遂」を実現のための優秀な人材を確保・維持し、安定した経営の基盤となる報酬制度であること。

　　・「株主の視点」を重視し、株主様との価値共有を進める報酬制度であること。

　　・「報酬諮問委員会」における審議による客観的で透明性の高い決定プロセスであること。

　取締役報酬体系、水準及び構成等は、取締役会の諮問により「報酬の基本方針」を踏まえて「報酬諮問委員会」が審議し、その答申に基づき決
定しております。

　取締役報酬は、『基礎報酬』、『業績連動報酬』及び『株式報酬』により構成します。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は『基礎
報酬』のみとします。

　基本となる報酬である『基礎報酬』は、「固定・金銭報酬」で、「月例報酬」として取締役毎に、役位、担当する戦略部門、経営環境の変化などを勘
案して決定し、毎月支給します。



　『業績連動報酬』は「変動・金銭報酬」で、「年次インセンティブ報酬」として単年度の業績達成を動機づけることを目的に、中期経営計画における
連結営業利益の数値目標に対する達成度、および各取締役が責任を有する戦略部門の達成状況を定性評価し、報酬諮問委員会における審議を
経て、取締役会で決定し、支給します。

　当該業績指標の内容、および当該業績指標を選定した理由は、単年度の業績達成と持続的な企業価値の向上を動機づけることで、株主様との
利益共有に適するためであります。

　『株式報酬』は、株価に連動する「長期インセンティブ報酬」として、中長期の株主価値の向上を動機づけ、株主様との価値を共有することを目的
に譲渡制限付株式を毎年交付します。

　当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が、報酬諮問委員会における答申を経て、取締役個人別の報酬額等を決定
することとしております。

　個人別の報酬等の決定権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各戦略部門の責任者である取締役の業績を評価して報酬の内
容を決定するには、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が適していると考えるためであります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　必要に応じて取締役会担当役員および常勤監査役が直接面談し、取締役会ならびに監査役会の事前・事後に情報を伝達、あるいは状況の説

明をしております。また、監査部門より監査の状況について、内部統制部門より内部統制システムの整備状況について随時報告しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会は原則として月１回開催され、会社の重要な業務執行の
決定と重要事項の報告が行われております。また、社長の意思決定および業務執行のための審議機関として常勤役員会を置いており、常勤役員
会は現在１１名（男性１１名）の常勤の取締役・執行役員で構成され、原則として週１回開催し、取締役会付議事項に関する事前審議ならびにグ
ループ経営を含む全般的経営管理の執行方針についての事前審議を行っております。さらに、常勤役員会の下には予算部会、投融資部会を置
いて、当社およびグループの予算や投融資について検討し、当会議に報告しております。取締役報酬に関する取締役会の諮問機関として、報酬
諮問委員会を設置しております。

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、（１）当グループが最良の企業体として成長していく

ための企業理念を掲げて、「ＴＢＳグループ行動憲章」を制定し、すべての役職員が守るべき基本的誓約としております。また、同憲章を具体的に

実現するための基準を、「ＴＢＳグループ行動基準」として定め、これらの遵守の徹底をはかっております。（２）「ＴＢＳグループ情報開示基本方針」

を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての説明責任を果たすこととしております。（３）当社社外取締役・社外監査役および

外部の有識者からなる「企業価値評価特別委員会」は、取締役会の諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討

結果を取締役会に勧告することとしております。

　当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査役への報告に関する体制として、（１）監査役の職務を補助す

るため監査役室を機能させ、補助すべき職員は監査役の指示に基づき監査役の補助を行い、その人事考課、異動、懲戒については監査役の同

意を得る体制を確保することとしております。（２）監査役会は、監査役の調査に関する事項等について、必要な場合は監査役会調査本部を設置

し、監査役会が任命した職員をして監査役会または監査役を補佐させることとし、調査本部の調査に係る費用は会社が適切に負担することとして

おります。（３）取締役および職員は、業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役にそのつど報告しております。また、報告した

事実や内容をめぐって、不利な取扱を受けない体制を確保することとしております（４）監査役は、随時、必要に応じて、取締役および職員に対して
報告を求めることができることとしております。（５）「ＴＢＳグループ情報連絡会議」「ＴＢＳホットライン」の適正な運用をはかることにより、法令違反
その他のコンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保しております。（６）監査役は、業務監査室が行った内部監査の
結果について報告を受けることとしております。（７）監査役は、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、担当取締役からの業務執行に関す
る報告を求めることができるほか、必要に応じて各部門への直接聴取を行うことができることとしております。（８）監査役、会計監査人、業務監査
室と法務・コンプライアンス統括室は有効かつ効率的な内部統制を構築するため情報を共有しております。（９）監査役の職務の執行について生じ
る費用については、監査役の意思を尊重して、適切に会社が負担しております。

　このほか、「インサイダー取引防止規定」を定めて、役職員による株式等の不公正取引の未然防止をはかり、また「個人情報取扱規定」を定め、

「個人情報管理委員会」を設置して、個人情報の目的外使用や漏えい等の未然防止をはかっております。

　監査役監査に関しては、常勤監査役(2名)が監査環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運
用の状況を内部監査部門等との連携により日常的に監視し検証しております。常勤監査役は、社長と定期的に会合を開催し、経営方針、会社が
対処すべきリスク、監査上の重要課題について意見の交換を行っております。また重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行い、担当取締
役からの業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は、職務上知り得た情報を社外監査役(3名)と共有するよう努めております。
なお、監査役 竹原相光氏は、公認会計士として会計に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しております。

　内部監査に関しては、社長直属の組織である業務監査室(9名、うち公認内部監査人1名)が、取締役会に報告される年度監査計画に基づいて当
社各部門及びグループ会社に対して内部監査を実施し、当社グループの業務の適正性、有効性及び効率性について評価しております。監査結果
は社長に報告し、改善の指摘を行った事項について対象部門・会社に対してフォローアップを行っております。年度監査結果は取締役会に報告さ
れます。また、同室は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。

　会計監査に関しては、当社は会社法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査に有限責任あずさ監査法人を起用しております。同
監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。



　業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　指定有限責任社員　業務執行社員　　塚原克哲、　御厨健太郎

　会計監査に係る補助者の構成

　　　　会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。

　　　　具体的には、公認会計士等を主たる構成員としております。

　当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締
役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は取締役会、監査役、監査役会によるガバナンス体制を採用しており、複数の社外取締役を選任し取締役会の監督機能の強化を図ってお

ります。現在、取締役は９名で、うち３名が社外取締役であります。社外取締役は、経営者としての経験、知識に基づく見識を持ち、当社のコーポ
レート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同利益の向上に、十分な役割を果たすものと考えております。監査役は５名で、うち２名
が常勤監査役、３名が社外監査役であります。社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割を果たすものと考えて
おります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会開催日の21日前に発送しております。（2020年6月開催の第93期定時株主総会
の招集通知は17日前の発送となりましたが、ウェブによる早期開示は22日前に行いまし
た。）

電磁的方法による議決権の行使 導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、ICJの議決権プラットフォームに2016年より参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
東京証券取引所および当社ホームページに掲載しております。

当社ホームページhttps://www.tbsholdings.co.jp/ir/stakeholders/meeting.html

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
取締役会が制定した「ＴＢＳグループ情報開示基本方針」の内容を、当社ホー

ムページにて公表しております。

https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/internalcontrol.html

個人投資家向けに定期的説明会を開催

本決算と中間決算の発表にあわせて開催する決算説明会については、トップ

マネジメントによるプレゼンテーションの模様を当社ホームページにて動画で

配信するほか、説明会場で配布された決算説明資料も掲載し、個人投資家の

皆様への情報提供を充実させております。

https://www.tbsholdings.co.jp/ir/library/presentation.html

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算と中間決算の発表にあわせて決算説明会を開催し、トップマネジメント

が業績内容についてご説明させていただいております。また当社の業務内容

を一層ご理解いただくためのミーティングも不定期ながら開催しているほか、

機関投資家、アナリストの皆様からの個別のご取材、ご訪問等は随時お受け

しております。

（2020年5月に予定していた決算説明会は、新型コロナウイルス感染防止のた
め中止といたしました。）

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

海外ＩＲは適宜実施しております。海外投資家向けに当社ホームページにて

決算短信や本決算説明資料の英訳版を掲載しているほか、

業績内容をまとめた英語版のインベスターズ・インフォメーションを

年１回掲載しています。

https://www.tbsholdings.co.jp/en/ir/stakeholders/

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページの株主IR情報

(https://www.tbsholdings.co.jp/ir/)の掲載事項は、四半期ごとの決算短信と決
算説明資料、ＩＲ説明会の動画と配布資料、株式情報、有価証券報告書、適時
開示情報等に加え、グラフを多用してビジュアル的に業績内容をまとめたファ
クトシートや決算ハイライトもご用意し、投資家の皆様のご理解を深めていただ
けるよう資料を取り揃えております。

IRに関する部署（担当者）の設置 財務戦略局IＲ推進部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、2020年4月、新しい企業理念のもと、当社グループ社員一人ひとりの胸
に刻む、お客様への約束であり、これからの未来への志し。「最高の“時”で明日（あす）の
世界をつくる。」というブランドプロミスをスタートさせております。

　https://www.tbsholdings.co.jp/about/brand.html

また、TBSグループ行動憲章を定めており、当社ホームページにて公表しております。

https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/statement.html

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、グループの「持続的な成長」と「企業価値の向上」を実現するため、取締役1名が
責任者を務め、執行役員1名が担当するESG戦略を一つの柱にしております。国連が提唱
する「持続可能な開発目標」=ＳＤＧｓの推進を加速するべく、国連「ＳＤＧメディアコンパクト」
に加盟しております。また、ＳＤＧｓについては、ニュース番組を中心に取り上げております
が、さらにグループ全体で推進するため「SDGs企画部」を設けました。

　再生可能エネルギー化にも取り組んでおり、2018年のTBSラジオ戸田送信所に続き、
2019年10月にはTBS赤坂ACTシアター、マイナビBLITZ赤坂、赤坂サカス広場の3施設を同
時に１００％再生エネルギーに切り替えを行いました。再エネ化劇場やコンサートホールの
再エネ化は、国内初の取り組みとなります。

　当社では、ＴＢＳグループＣＳＲ活動方針を制定しており、「教育ＣＳＲ」「環境CSR」「社会
貢献」「震災支援」「国際貢献」の５つのカテゴリーに特に力を入れて取り組んでいます。「教
育CSR」の分野では、アナウンサーや番組スタッフなどが小中学校に出張する「出前授業」
をメデイアリテラシーの一環として、１年におよそ40回実施しています。また夏休みには、高
校生を対象に、「職場体験」の要望に応えるための体験講座も実施しています。「環境ＣＳ
Ｒ」の分野では、地球温暖化防止 の一助となるよう、多くの従業員が参加し、本社正面通

路に緑のカーテンを成育しています。「社会貢献」の分野では、東京オリンピック・パラリン
ピックに向け、都内の小中学校でパラリンピック体験授業を実施し、アナウンサーのスキル
を活かして視覚障がい者向け朗読会も開催しています。

「震災支援」では、被災者救援を目的に「JNN・JRN共同災害募金」を実施。社員食堂の一
部のメニューの20円分を募金に生かす「絆メニュー」なども東日本大震災以降、継続して実
施。「国際貢献」では、人材育成と日中交流を目的にした中国伝媒大学との研修制度を実
施。

またデジタルコンテンツを手掛ける若い才能に光をあてようとアジア15の国と地域が参加
するアジア最大規模の短編映像コンテスト「DigiCon６ASIA」も開催しています。

詳しい活動内容に関しましては、ホームページ内

https://www.tbsholdings.co.jp/sustainability/に掲載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

TBSグループ情報開示基本方針を定め、当社ホームページにて公表しております。

https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/internalcontrol.html

その他

　当社グループでは、女性活躍推進に向けての各種取り組みは積極的に行っています。

　中核子会社の株式会社TBSテレビでは、現在、労働者に占める女性労働者の割合は総
合職全体では約２２％と、年齢が低くなるほど女性の割合は増加傾向にあり、2020年度入
社の新卒社員では４０％を占めています。この男女差については継続勤続年数についても
同様で、年齢が低くなるほど差異が無くなってきていますが、役員・幹部社員などに占める
女性の割合はまだ低く、管理職では１３．２％にとどまっています。今後はこの割合を２０％
に持っていくべく行動計画を一新しました。これに伴い、引き続き公正な昇格判定となって
いるかどうかの精査はもちろんのこと、各種制度の効率的な運用や、各種研修を実施して
いきます。研修では、女性社員のキャリアアサポートばかりでなく、管理職へのイクボス研
修を実施することで、男性社員の育児休暇取得率の向上にもつながっています。あわせて
民放キー局初の事業所内保育施設の安定的な運用を図り、男女関係なく育児中の社員が
働ける環境の確保に努めていきます。

　 この他、各種ハラスメントセミナーやLGBT理解促進セミナーを定期的に実施することで、

多様性を推進する風土づくりにつなげています。

　2019年10月から育児や介護に向き合う社員対象に導入したテレワーク制度は、コロナウ
イルス緊急対策により、全従業員および社外スタッフに適用を拡大。現在も継続中です。コ
ロナ騒動が落ち着いた後も、このテレワークなどを適切に利用し、新しい働き方に繋げてい
きたいと全社で具体的な検討を始めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社として、「ＴＢＳグループ行動憲章」に謳った放送の社会的責任と
公共的使命を常に念頭において、コーポレートガバナンスの充実・強化をはかります。当社は、企業集団として内部統制体制を構築・推進するた
め、社長を委員長とする「ＴＢＳグループ企業行動委員会」を設置し、適正かつ効率的な事業遂行を達成するとともに、企業集団としての企業価値
の維持・増大をはかります。同委員会は、当社および当グループの取締役ならびに外部委員で構成し、以下の事項を所管しております。（１）内部
統制体制の整備・評価・改善に関すること、（２）企業倫理の確立に関すること、（３）リスクの管理および適正で効率的な業務の推進に関すること、
（４）情報開示体制に関すること、（５）当グループ各社の取締役会の諮問に関すること

　当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、（１）当グループが最良の企業体として成長して

いくための企業理念を掲げて、「ＴＢＳグループ行動憲章」を制定し、すべての役職員が守るべき基本的誓約としております。また、同憲章を具体

的に実現するための基準を、「ＴＢＳグループ行動基準」として定め、これらの遵守の徹底をはかっております。（２）「ＴＢＳグループ情報開示基本

方針」を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての説明責任を果たすこととしております。（３）当社社外取締役・社外監査役お

よび外部の有識者からなる「企業価値評価特別委員会」は、取締役会の諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、

検討結果を取締役会に勧告することとしております。（４）当社においては、常勤監査役に社外監査役が加わり監査役会を置いて監査を行っており
ます。特に重要な子会社である株式会社TBSテレビにおいては、監査役会は置いておりませんが、社外監査役など当社に準ずる体制で監査を
行っております。

　当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制として、（１）取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱規
定」において各種文書の取扱基準を設け、定められた文書保存期間に基づき、適切かつ確実に保存・管理しております。（２）取締役および監査役
から、取締役の職務執行に係る文書の閲覧請求があった場合は、速やかに対応できるよう文書保管体制を整備しております。

　当社は、損失の危険の管理に関する規定その他の体制として、（１）事業活動および業務プロセスに係る損失の危険を継続的にコントロールする
ために必要な「TBSグループ総合リスク管理基本方針」「TBSグループ総合リスク管理規定」等規程を定め、運用要領に基づくリスク・モニタリング
を行い、「ＴＢＳグループ企業行動委員会」の小委員会である「ＴＢＳグループ総合リスク管理委員会」で、半年ごとに総括しております。（２)株価、為
替、金利変動のリスクについて、「市場リスク管理基本方針」を定め、半年ごとにその方針を見直し、適切に対応しております。（３）投資および融資
の管理、調整、その効率的運用を図るため、「投融資管理規定」を定め、「投融資部会」が、投融資の適否の事前審査にあたり「常勤役員会」に諮
るものとしております。（４）企業ブランドの毀損等の重大なリスクの発生に備えるため、通常時とは異なる対応組織の構築、業務手順、情報管理
のあり方等を定めた「ＴＢＳグループ危機対応規定」を策定し、重大なリスクの現実化に対応しております。（５）「ＴＢＳグループ情報連絡会議」を設
置して、リスクの現実化に際して、事案に対応するために必要な情報を集約し、情報の共有化をはかっております。（６）「情報セキュリティー基本
方針」を定め、不正アクセスやコンピューターウィルス等によるシステムの破壊、データの漏えい、侵奪等を防止するとともに、ネットワークの適切
な利用をはかっております。

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、（１）取締役の職務の効率性を確保するための体制の基

礎として、取締役会を原則として月１回定時に開催することとしております。（２）経営方針および経営戦略に係る重要事項については、原則として
週１回開催される「常勤役員会」において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うこととしております。（３）主要なグループ会社に係る重要事
項については、原則として月２回開催される「グループ執行役員会」において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うこととしております。（４）
総合的な長期経営計画を策定するため、社長の諮問機関である「常勤役員会」が直接、長期経営計画の実施を推進・調整することとしておりま
す。　

　当社が、職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、（１）「ＴＢＳグループ行動憲章」を、すべての役職員

が守るべき基本的誓約として制定し、同憲章を具体的に実現するための基準として「ＴＢＳグループ行動基準」を定め、これを遵守することとしてお

ります。（２）法務・コンプライアンス統括室を、コンプライアンス体制の整備、運用をはかる統括部署として有効かつ適切に機能させています。ま
た、業務監査室を、内部監査部門として有効かつ適切に機能させております。（３）当グループの内部通報制度として、「ＴＢＳホットライン」を整備
し、法令または社内規則に違反する事実等についての通報の受付窓口を、業務監査室および社外弁護士事務所に設け、適切に運用しておりま
す。（４）特定の職員への権限の集中を排除するための人事的措置等、内部牽制機能を整備しております。

　当社は、当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制として、（１）「ＴＢＳグループ行動憲章」および
「TBSグループ行動基準」を、当グループ各社共通の誓約・行動指針とし、当社は、グループ各社に対して、その遵守を徹底するため定期的なレ
ビューを行っております。（２）傘下の放送局である株式会社ＴＢＳテレビ、株式会社ＴＢＳラジオ、株式会社ＢＳ－ＴＢＳにおいては、放送法に基づい
て設置される「番組審議会」が、放送番組の改善・向上をはかる目的で、各社の諮問に対する答申および建議を行います。（３）当社に「業務監査
室」を置き、当グループ各社を含めた業務監査を行っております（４）当グループ各社において、「ＴＢＳグループコーポレートガバナンス要綱」を策
定し、内部統制体制を構築・運用するよう浸透をはかり、グループ内親会社・子会社関係の健全性を保つための体制を整えております。（５）当グ
ループ各社は、「ＴＢＳホットライン」に参加し、その周知をはかるための体制をつくり、運用しております。（６）当グループの業務の適正化と経営効
率の向上をはかる目的で、「関係会社経営管理規定」を定め、子会社の取締役等が職務の執行に係る事項を当社に報告する体制を整えるととも
に、関係会社の指導および育成を促進します。（７）当グループの経営状況は、「グループ執行役員会」における各グループ会社からの報告により
共有化をはかります。

　当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査役への報告に関する体制として、（１）監査役の職務を補助す
るため監査役室を機能させ、補助すべき職員は監査役の指示に基づき監査役の補助を行い、その人事考課、異動、懲戒については監査役の同
意を得る体制を確保することとしております。（２）監査役会は、監査役の調査に関する事項等について、必要な場合は監査役会調査本部を設置
し、監査役会が任命した職員をして監査役会または監査役を補佐させることとし、調査本部の調査に係る費用は会社が適切に負担することとして
おります。（３）取締役および職員は、業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役にそのつど報告しております。また、報告した
事実や内容をめぐって、不利な取扱を受けない体制を確保することとしております（４）監査役は、随時、必要に応じて、取締役および職員に対して
報告を求めることができることとしております。（５）「ＴＢＳグループ情報連絡会議」「ＴＢＳホットライン」の適正な運用をはかることにより、法令違反
その他のコンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保しております。（６）監査役は、業務監査室が行った内部監査の
結果について報告を受けることとしております。（７）監査役は、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、担当取締役からの業務執行に関す
る報告を求めることができるほか、必要に応じて各部門への直接聴取を行うことができることとしております。（８）監査役、会計監査人、業務監査
室と法務・コンプライアンス統括室は有効かつ効率的な内部統制を構築するため情報を共有しております。（９）監査役の職務の執行について生じ
る費用については、監査役の意思を尊重して、適切に会社が負担しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　「ＴＢＳグループ行動基準」に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固として対決し、名目にかかわらず、いかな
る利益供与も行わない旨、業務において不正行為を知ったときには、速やかに通報するよう努める旨規定しており、同基準に基づき内部通報制度
の運用規程を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社における「当社株式にかかる買収提案への対応方針」は、2005年5月18日付けにて公表し、2007年2月28日開催の当社取締役会の決議に
より改定の上、2007年6月28日開催の第80期定時株主総会において株主の皆様から承認を頂いております。また、2009年4月1日付けでの当社の
認定放送持株会社への移行、さらには会社法および金融商品取引法の改正および施行等を踏まえ、当社企業価値評価特別委員会の委員全員
の同意を得て、上記総会決議の枠内で、同年4月3日開催の当社取締役会において所要の修正を行っております。

　本報告書提出時点における当該対応方針の詳しい内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

　(https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/decision.html）

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の重要事項の決定や決算情報等の決定、報告は、常勤役員会または取締役会において行われております。情報取扱責任者は常勤役員会
および取締役会のメンバーであるESG戦略責任者の取締役が務めており、重要情報が情報取扱責任者に集約する体制をとっております。

　情報開示に関しては、重要事項の決定もしくは重要事実の発生後、情報取扱責任者の指示により遅滞なく情報開示を行っております。

　重要情報の管理に関しては、重要事項の起案等を内容とする業務に関与する役職員等については一般的な守秘義務のほかに、取締役会等で

の重要事項等の決定、報告前においても関連情報は特に厳重管理し漏洩を禁止する旨の社内規定を定めて情報管理の徹底を図っております。

　情報開示委員会を設置し、重要情報の把握、管理および適時、適切な情報開示のより一層の徹底を図ることにしております。　情報開示委員会

は、情報取扱責任者を委員長、総務局長、法務・コンプライアンス統括室長、財務戦略局長を委員とし、重要情報管理の基本方針の策定、情報開
示の対応決定等に関する事項を所管しております。また、情報開示委員会の下に総務部長、経理部長、財務戦略部長等の部長クラスを幹事とす
る幹事会を置き、幹事会は重要情報に関連する情報を集約、精査して当該情報の管理、開示方法等について委員会に報告、具申するとともに、
開示用資料のチェック等も行うこととしております。
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会社情報の適時開示に係る社内体制 
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情報開示委員会 

委員長：情報取扱責任者(ESG戦略責任者取締役) 

委員：総務局長、財務戦略局長、法務・コンプライアンス統括室長 
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